
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 令和３年４月２２日 １２時０９分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨港加古川地区南方沖 

 東播磨港別
べ

府
ふ

西防波堤灯台から真方位２８８°１,６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.２′ 東経１３４°４８.９′） 

事故の概要  プレジャーヨットＴｏｎｙ
ト ニ ー

は、東進中、のり養殖施設に進入し、同

施設のロープを切断した。 

事故調査の経過 令和３年５月１１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット Ｔｏｎｙ、５トン未満（長さ７.０９ｍ） 

 ２５３－６９１６兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

のり養殖施設 のり網の枠ロープを切断 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、ＧＰＳプロッターを作動させ、約

４ノットの対地速力で手動操舵により、東進中、船長が、前路に２つ

の浮標を視認したが、加古川地区南方沖に敷設されたのり
．．

養殖施設

（以下「本件養殖施設」という。）付属の浮標と思わずに航行を続

け、同施設に進入して、プロペラシャフトにロープが巻き付いて主機

が停止した。 

 船長は、本件養殖施設東側にのり養殖施設があることは知っていた

が、本件養殖施設については知らなかった。 

 船長は、前路に２つの浮標を視認した際、浮標の数が少ないので養

殖施設の区画を示すような浮標ではないと思い、２つの浮標の間を航

行することとした。 

分析 

 

 本船は、東進中、船長が、本件養殖施設が設置してあることを知ら

ず、また、前路に視認した２つの浮標の間を航行できると思い、航行

を続けたことから、同施設に進入し、同施設が損傷したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が東進中、船長が、本件養殖施設が設置してあるこ

とを知らず、また、前路に視認した２つの浮標の間を航行できると思

い、航行を続けたため、同施設に進入したことにより発生したものと

考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、事前に海図やヨット・モーターボート用参考

図を精査して養殖施設の設置状況を確認しておくこと。 

 ・ＧＰＳプロッターを備えた小型船舶では、ＧＰＳプロッターに養

殖区画の位置を示す線等を入力し、船位の確認に有効活用するこ

と。 

 


